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私立高等学校等学び直し支援補助金の受給資格認定申請について（通知） 

私立高等学校等学び直し支援補助金について、受給資格の認定を行いますので、下記の提出書類を

取りまとめのうえ平成 30年６月 11日（月）まで【必着】に当職宛て提出してください。 

記 

１ 提出書類 

(1) 受給資格者が作成する書類 

① 私立高等学校等学び直し支援補助金受給資格認定申請書【様式１】 

② 市町村民税所得割額が確認できる書類 

     「平成 29年度住民税課税証明書」や「市町村民税の特別徴収額の決定・変更通知書」など 

     ※ 高等学校等就学支援金において課税証明書等を提出する場合は、写しで可。 

  ③ 退学の事由を証する書類 

(2) 学校設置者が作成する書類 

  ① 私立高等学校等学び直し支援補助金受給資格認定申請者一覧【様式２】 

  ② 私立高等学校等学び直し支援補助金受給資格認定申請者一覧（１単位あたりの授業料を徴収

する場合）【様式２】※通信制のみ 

２ 受給対象者の具体例 

 ・ 高等学校等を中途退学したことがあり、かつ就学支援金新制度対象者であって、今年度中に就

学支援金支給期間である 36月（通信制は 48月）を超える者。 

・ 高等学校等を中途退学したことがあり、かつ就学支援金新制度対象者であって、就学支援金の

支給期間は満了していないが、就学支援金支給上限である 74 単位に達し、74 単位を超えて単位

履修を受ける者。※通信制のみ 

３ 今後の事務処理について 

 ・ 平成 30年６月 11日までの申請分については、７月上旬を目途に受給資格認定を行います。受

給資格認定後、交付申請～交付決定となります。交付は、４～６月、７～９月、10～12月、１～

２月及び３月の５期に分けて、学校設置者から県への支払請求に基づき行います。詳細について

は、別途通知します。 

 ・ 収入状況の確認については、収入状況届出書により別途提出依頼を行います。 
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